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〔
省

令
〕

〇
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
農
林
水
産
三
）

〇
建
築
基
準
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
国
土
交
通
五
）

〔
告

示
〕

〇
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二

百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施

す
る
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置

法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告

事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
公
告
国
際
テ
ロ
リ

ス
ト
を
公
告
す
る
件
（
国
家
公
安
委
四
）

〇
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の

規
制
に
関
す
る
法
律
所
定
の
無
差
別
大
量

殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
処
分
の

請
求
に
関
し
、
公
安
調
査
庁
長
官
が
行
っ

た
更
新
請
求
に
対
す
る
同
法
第
二
十
六
条

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

二
条
第
一
項
の
決
定
の
件

（
公
安
審
査
委
一
）

〇
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ

く
資
産
凍
結
等
の
措
置
等
の
対
象
と
な
る

ハ
イ
チ
に
お
け
る
平
和
等
を
脅
か
す
行
為

等
に
関
与
し
た
者
等
を
指
定
す
る
件
の
一

部
を
改
正
す
る
件
（
外
務
二
六
）

〇
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
基
づ

く
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
タ

リ
バ
ー
ン
関
係
者
等
を
指
定
す
る
件
の
一

部
を
改
正
す
る
件
（
同
二
七
）

〇
先
進
主
要
七
箇
国
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、

カ
ナ
ダ
、
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北

部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
、
フ
ラ
ン
ス

共
和
国
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
イ
タ
リ

ア
共
和
国
及
び
日
本
国
）
が
協
調
し
て
資

産
凍
結
等
の
措
置
を
実
施
す
る
対
象
と
な

る
テ
ロ
リ
ス
ト
等
の
個
人
及
び
団
体
を
定

め
た
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
二
八
）

〇
個
人
向
け
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令

第
四
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
途

換
金
に
係
る
個
人
向
け
国
債
の
買
入
消
却

に
関
す
る
件
（
財
務
二
七
）

〇
教
科
書
の
定
価
認
可
基
準
の
一
部
を
改
正

す
る
件
（
文
部
科
学
四
）

〇
飼
料
の
公
定
規
格
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
農
林
水
産
一
九
五
）

〇
特
定
水
産
資
源
（
く
ろ
ま
ぐ
ろ（
小
型
魚
）

及
び
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
））に
関
す
る

令
和
六
管
理
年
度
に
お
け
る
漁
業
法
第
十

五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
数
量
を
公
表

す
る
件
の
一
部
を
変
更
す
る
件

（
同
一
九
六
）

〇
農
業
改
良
資
金
融
通
法
第
九
条
第
四
項
及

び
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
十
四
条

の
九
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水

産
大
臣
が
定
め
る
利
率
を
定
め
る
件
の
一

部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
九
七
）

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
応
用
飼
料
添
加
物
の
安

全
性
に
関
す
る
確
認
を
受
け
た
飼
料
添
加
物

に
つ
い
て
（
公
表
）（
農
林
水
産
省
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁製

造
た
ば
こ
小
売
定
価
関
係

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

特
殊
法
人
等

上
場
会
社
等
監
査
人
名
簿
の
登
録
及
び
登

録
抹
消
、
弁
理
士
登
録
関
係

地
方
公
共
団
体

教
育
職
員
免
許
状
失
効
、
行
旅
死
亡
人
、

特
定
空
家
等
、
農
業
協
同
組
合
法
第
六
十

四
条
の
二
の
届
出
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告
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